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対郵便等投票の対象者で、表２のいずれかに該当するかた

●投票用紙に自署できないかたは
　代理人に投票の記載をしてもらう制度が利用できます。

目黒区長選挙
　前回の区長選挙の投票率は33.33％で、決して高いとは言えません。
目黒区の未来を決める大切な選挙です。より良い暮らしのために、あな
たの一票で、区政に思いを届けましょう。
　区長選挙の詳細や最新情報は区W（コード❶）をご覧いただ
くか、お問い合わせください。

　表面を手で触ることで記入
する位置が分かるようにする
ための補助具（右画像）を用意
しています。投票所の係員に
補助具を利用したい旨を申し
出てください。必要に応じて、
投票用紙をセットした状態で
お渡しします。

　投票所には他にも、さまざまな
グッズを用意しています。必要な
かたは、お申し出ください。

・コミュニケーションボード（右
　画像）
・老眼鏡、拡大鏡
・投票用紙滑り止めシート
・点字器
・杖やすめ　・車いす

　投票所で、代理投票（※）を希
望することなどを口頭で伝える
ことが難しい場合、希望する内
容を紙（どんな紙でも可）に書い
て、投票所へ持参してください。
　印を付けて意思表示ができる
投票支援カード（右画像。区W
〈コード❸〉から印刷可）もあり
ます（各投票所に用紙あり）。

東山１丁目２0・２6～２9、上目黒３丁目１4～44　
上目黒５丁目５～１２・１8～１9・２6～３0

　重度の障害などのため投票所に行くことができない場合、自宅から郵
便等で投票する制度を利用できます。
　詳細は区W（コード❷）をご覧いただくか、お問い合わせください。

　選挙は、私たちの将来を決める大切な機会です。目黒区明るい選挙
推進協議会・目黒区選挙管理委員会では、主権者教育の取組みなどの
情報を年に１回、選挙だより（新聞折り込み）でお届けしてきましたが、
これからは、めぐろ区報の中でお知らせしていきます。今回は、４月
に予定される目黒区長選挙と、誰もが投票しやすい環境づくりなどを 
紹介します。

　名前は、「明るい選挙推進運動」
が由来です。明るい選挙は、有権者
が進んで投票に参加し、私たちの意
思が正しく政治に反映される選挙の
ことです。

　将来の有権者である児童・生徒に政治や選挙に関心をもってもらうため、明
るい選挙啓発ポスターコンクールを毎年開催しています。応募総数230点の中
から選ばれた各部門の最優秀作品を紹介します。入選作品は区W（コード❹）か
らご覧になれます。

トキワ松学園高等学校
2年生

春川そらさん

　トランプゲーム
のように面白く楽
しく投票をテーマ
に、この作品を見
て、選挙に行こう
！と思えるように
という願いを込め
ました。

　子どもたちが政治や選挙について考えるきっかけとなる、さまざまな
取り組みを行っています。小学6年生を対象に、選挙の歴史などについ
て選挙クイズで学び、実際の選挙で使う投票箱での投票体験をする、選
挙出前授業・模擬選挙を実施しています。

▲︎東山小学校
（6年１月23日実施）

知ることができて良かったことや驚いたことは？

目が見えない人が投票するための工夫など
についてもっと知りたいです。

自分で誰に投票するのかをしっかり考えるのが大切だ
と思い、選挙に積極的に参加しようと思いました。

子どもたちに感想を聞いてみました

重度の障害などで投票所へ
行けないかたへ

誰もが投票しやすい環境づくり
に取り組んでいます

第６投票区の投票所が変わります

問選挙管理委員会事務局（☎５７22－９2９９、F５７22－９33４）

手帳の種類 障害の種類 等級

身体障害者手帳
上肢・視覚の障害

１級

戦傷病者手帳 特別項症～第２項症

手帳などの種類 障害の種類 等級など

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能の障害 １・２級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・
小腸の障害 １・３級

免疫・肝臓の障害 １～３級

戦傷病者手帳
両下肢・体幹の障害 特別項症～第２項症
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・
小腸・肝臓の障害 特別項症～第３項症

介護保険被保険者証 要介護５

対表１のいずれかに該当するかた

①郵便等投票証明書の交付を申請する
　申請書に、表１を証明する書類（身体障害者手帳などの原本〈コピーは
不可〉）を添えて申請。（代理人可。郵送可）
※証明書の有効期限は7年間（要介護５のかたは認定の有効期間）
※証明書の交付申請は選挙に関係なく随時受け付け

②郵便等投票の投票用紙を請求する
　請求書と郵便等投票証明書を提出。（代理人可。郵送可）

③投票用紙に記載して郵送する
　自署した投票用紙を専用封筒で郵送。

手伝ってほしいことがあるけれ
ど、自分で言いづらいな

支援内容を記載した紙を
係員に渡してね！

視力が弱いので記入する枠
が見づらくて書きにくいな

投票用紙記入補助具！

支援グッズは他にも
あるんだ！

烏森住区センター 烏森小学校
（上目黒３−３7−２7）

▲選挙のめいすいくん
　（明るい選挙のイメージキャ
　ラクター）

▲︎鷹番小学校（５年１１月１７日実施）

▲︎八雲小学校
（５年１2月１3日実施）

投票数が同数の場合にくじで当選人を決めることや、
国の選挙１回で約600億円もかかることに驚きました。

もっと詳しく知りたかったことは？

授業を受けた感想は？
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（ ☑ チェックをしてください。） 
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選挙や候補者に関する情報を点字や音声に

した広報物の発刊や、投票所での補助犬の

同伴、点字で投票できる制度があるんだ！

投票日
4月21日（日）

7：00～7：00～
20：0020：00

4月15日（月）～4月15日（月）～
20日（土）20日（土）
8：30～8：30～
20：0020：00

期日前期日前
投票期間投票期間

東山中学校
2年生

栗原華音さん

中学生の部
最優秀賞

中目黒小学校
2年生

永井心さん

小学生の部
最優秀賞区最優秀賞・

高等学校の部
最優秀賞

※投票所の係員が代理で投票用紙に
記載する制度（家族や同伴者の代理
記載は不可）。投票支援カードなど
に支援内容を代理で記載することは
誰でも可

第６投票区

郵便等投票の流れ

A.

A.

A.

Q.

Q.

Q.

❶

❷

❸

4月21日は

目黒区明るい選挙
啓発ポスターコンクール

　投票所では、投票をサポートするための支援グッズをそろ
えています。困りごとなどがある場合は、投票所の係員にご
相談ください。詳細は区W（コード❸）をご覧ください。

誰に投票しようかな？
選挙出前授業・模擬選挙

〈表2〉

〈表１〉

❹

そんな時はそんな時は

▼話し言葉によるコミュニケーションが難しい場
　合に、文字や絵を指差して意思疎通をするもの


